
ニセコ町の高齢者
   除雪支援事業

～お問い合わせ先～

ニセコ町役場
 虻田郡ニセコ町字富士見５５番地

担当：保健福祉課福祉係

⛄除雪に係るお願い⛄

・除雪作業車には近づかない

・除雪の雪は道路に出さない

・路上駐車および道路上への
 車の放置はしない

□支援の概要□

詳細はニセコ町HPから
ご覧ください
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高齢者私道除雪
サービス事業

介護予防及び生活支援事業

（除雪サービス事業）
高齢者住宅前通路
除雪費扶助事業

〇 対象者
 ・６５歳以上の世帯員のみで構成
  された世帯
 ・６５歳以上の世帯員と除雪が困難
  な障害がある世帯員のみで構成
  された世帯

〇 対象者
 ・６５歳以上の身体・精神に障害が
  ある世帯員のみで構成された世帯
 ・６５歳以上で世帯の収入額が
  ２００万円以下の世帯

〇 対象者
 ・世帯員全員が７０歳以上の世帯

〇 条件等
 ・上記の対象者要件
 ・公道から住宅までの私道が３０ｍ以上
 ・大型除雪機による除雪が可能
 ・その他介護度などによる審査が
  あります。

〇 条件等
 ・上記の対象者要件
 ・積雪状況に応じ社会福祉協議会
  から除雪業者を派遣します。

〇 条件等
 ・上記の対象者要件
 ・住民税非課税（均等割課税を除く）
 ・事業者へ支払ったものの一部を扶助します。

〇 個人負担金額
 ・除雪費用の３割が個人負担（５万
  円を上限とする）

〇 個人負担金額
 ・障害者世帯：１時間２００円
 ・高齢者世帯：１時間６００円

〇 個人負担金額
 ・５万円+５万円を超えた1/3の額
 【除雪費用75,000円の場合】
  75,000－50,000÷2/3≒16,666
  助成額：16,000円(千円未満切捨て)

詳細は裏面の二次元
コードからＨＰへ！

〇 申込先・申込期間
 ・ニセコ町役場保健福祉課福祉係
 ・令和5年11月1日(水)～11月30日(木)

〇 申込先・申込期間
 ・ニセコ町社会福祉協議会
 ・令和5年12月1日(金)～12月25日(月)

〇 申込先・申込期間
 ・ニセコ町役場保健福祉課福祉係
 ・令和5年11月1日(水)～令和6年3月22日(金)

除雪支援に関する各種ご相談は
役場保健福祉課福祉係まで！

〇 内容
 ・公道から住宅までの私道の除雪

〇 内容
 ・住宅まわりの除雪

〇 内容
 ・個人が業者等へ住宅前通路の除雪
  を委託


